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資料５



都道府県認知症施策推進計画について

都道府県認知症施策推進計画（第１２条関係）

１ 都道府県は、基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即した都道府県認知症施
策推進計画（以下この条及び次条第一項において「都道府県計画」という。）を策定するよう努め
なければならない。

２ 都道府県計画は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四第一項に規定する
医療計画、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第百八条第一項に規定する都道府
県地域福祉支援計画、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の九第一項
に規定する都道府県老人福祉計画、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百十八条
第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法令の規定による計画であって認知
症施策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

３ 都道府県は、都道府県計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、認知症の人及び家族等の
意見を聴くよう努めなければならない。

４ 都道府県は、都道府県計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方
法により公表するよう努めなければならない。

５都道府県は、適時に、都道府県計画に基づいて実施する施策の実施状況の評価を行い、その結果
をインターネットの利用その他適切な方法により公表するよう努めなければならない。

６都道府県は、当該都道府県における認知症に関する状況の変化を勘案し、及び当該都道府県にお
ける認知症施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、都道府県計画に検討を加え、
必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。

７第三項の規定は第五項の評価の結果の取りまとめを行おうとする場合について、第三項及び第四項
の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する



宮城県の認知症施策推進計画の策定要領（案）について

• 第１０期みやぎ高齢者元気プランと一体的に整備する（第１０期みやぎ高齢者元気プラン内に認
知症施策推進計画に関する章を設ける）

• 認知症施策推進計画部分については、認知症の人及び家族等の意見聴取を行うとともに、みやぎ
高齢者元気プラン推進委員会と並行して認知症地域ケア推進会議においても連動して審議を行う。

（認知症の人及び家族等への意見聴取の様子）

第９期 章体系（概要） 第１０期 章体系（案）

はじめに・総論
各論 第１章 みんなで支え合う地域づくり

第２章 自分らしい生き方の実現
第１項 認知症の人にやさしいまちづくり
第３章 安心できるサービスの提供
第４章 介護保険サービスの基盤整備
第５章 介護給付の適正化に関する方針

(第６期宮城県介護給付適正化取組方針)

第６章 推進編

はじめに・総論
各論 第１章 みんなで支え合う地域づくり

第２章 自分らしい生き方の実現
※認知症に関する内容は第６章に移行

第３章 安心できるサービスの提供
第４章 介護保険サービスの基盤整備
第５章 介護給付の適正化に関する方針

（第７期宮城県介護給付適正化取組方針）
第６章 認知症の人にやさしいまちづくり

（第１期宮城県認知症施策推進計画）
第７章 推進編

デイサービスは職員が優しいし、人が多す
ぎないため良い。話をすることが楽しくて好
き。

早い段階から支援者や家族の会などとつ
ながるといい。早い段階からつながれる支
援をして欲しい。



新しい認知症観の普及啓発について

認知症になってしまったら、
どうしようかとか先々のことを
考えてしまっていましたが、
少し気持ちが軽くなりました

認知症に対する勝手なイ
メージを払拭する契機となり
ました、大変ありがとうござい
ました！

（参加者の声）

きょう出席して大変良かった。
我が身を感じました。今まで
勘違いして重度の病気と
思っていたが、今月から何
事も前向きに生きていきま
す。ありがとう。

楽しい雰囲気の中、知らな
かったことを知ることができて
新鮮でした。お酒を飲みな
がらこういう雰囲気で学べる
のが良かったです。
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